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法
学
研
究

第
七
十
一
巻
（
平
成
＋
年
憩
動
）
総
目
次

論

説

法学研究第71巻総目次

中
台
関
係
と
日
米
安
保
…
…
…
・
…
・

E
U
（
欧
州
連
合
）
の
対
南
部
ア
フ
リ
カ
政
策
…
…

　
ー
ロ
メ
協
定
を
中
心
に
し
て
1

相
続
税
の
客
体
と
し
て
の
家
族
財
団
…
…
…

　
ー
ド
イ
ツ
相
続
税
法
一
条
一
項
四
号
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー

経
済
自
由
化
萌
芽
期
の
対
外
環
境
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
ー
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
エ
ジ
プ
ト
ー

中
国
に
お
け
る
政
治
闘
争
と
官
僚
制
…
…
・

　
ー
経
済
調
整
か
ら
文
化
大
改
革
へ
1

一
九
九
六
年
選
挙
の
一
考
察
…
…
：

　
ー
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
と
共
和
党
議
会
の
関
係
を
中
心
に
1

内
閣
法
制
局
前
史
小
考
…

　
ー
法
制
官
僚
と
行
政
立
法
ー

第
二
次
大
戦
期
の
ソ
連
の
対
日
政
策
　
一
九
四
一
－
一
九
四
四
：

l
L
O
条
約
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
先
住
民
法
…
…

　
ー
ア
イ
ヌ
新
法
と
の
比
較
を
含
め
て
ー

　　ロー一万
二＿頁
七　一

田池

　　執
中井
　　筆

者　
　
優

俊
　
　
郎

六
五
木
村
弘
之
亮

八
九
富
田
広
士

≡
国
分
良
成

茜
九
　
久
　
　
保
　
　
文
　
　
明

一
薯
笠
原
英
彦

二
Ω
　
横
　
　
手
　
　
慎

一
三
九
石
井
陽
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ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
民
主
化
と
そ
の
後
…
…
…
：

横
浜
経
済
界
の
公
職
追
放
と
戦
後
経
済
復
興
…

　
1
横
浜
・
神
戸
両
商
工
会
議
所
の
比
較
を
通
じ
て
ー

イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
派
”
そ
の
思
想
・
活
動
の
発
展
要
因
…
…

　
ー
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
例
に
し
て
I

P
N
D
C
政
権
下
に
お
け
る
ガ
ー
ナ
政
治
の
構
造
変
化
…
…

青
年
ラ
デ
ィ
ポ
・
ソ
ラ
ン
ケ
…
…

　
1
そ
の
生
い
立
ち
か
ら
西
ア
フ
リ
カ
学
生
同
盟
の
創
設
に
至
る
ま
で
の
軌
跡
ー

ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
政
党
の
統
合
…
…

　
ー
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
即
し
た
ク
リ
ー
ヴ
イ
ッ
ジ
と
民
主
主
義
ー

公
職
追
放
令
の
終
結
と
追
放
解
除
（
二
）
…
…
…
…
…
…
・
…
…
　
　
　
　
　
　
…
…

　
1
一
九
四
七
年
～
一
九
五
二
年
－

中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
の
法
解
釈
論
…
…
…
・

公
職
追
放
令
の
終
結
と
追
放
解
除
（
ゴ
丁
完
）
・

　
1
一
九
四
七
年
～
一
九
五
二
年
1

「
減
損
会
計
」
と
商
法

ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
の
再
検
討
（
一
）
・

　
1
「
陸
の
規
則
」
の
視
点
か
ら
1

中
国
共
産
党
組
織
の
内
部
構
造
…
：
・

　
1
湖
北
省
、
一
九
二
七
年
～
一
九
三
〇
年
ー

ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
の
再
検
討
（
二
・
完
）

　
ー
「
陸
の
規
則
」
の
視
点
か
ら
ー

二

七五七五
青
　
　
木
　
　
一
　
能

木
　
　
村
　
　
昌
　
　
人

二
九
九
　
宮
　
　
田

三
三

一
茜
七

律

大
　
　
月
　
　
隆
　
　
成

落
　
　
合
　
　
雄
　
　
彦

井
　
　
上
　
　
一
　
明

二
一
三
増
田

三
　
　
一

三
　
三

四四
　
言

五

弘

森
　
　
　
　
征
　
　
一

増
　
　
田
　
　
　
　
弘

高島宮

島原島

忠宏

義明司

高
　
　
橋
　
　
伸
　
　
夫

五
呈
高
島
忠
義
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海
上
に
お
け
る
犯
罪
の
取
締
り
…
…
：

　
1
接
続
水
域
に
お
け
る
不
法
入
国
に
関
連
し
て
1

朝
鮮
に
お
け
る
西
洋
人
権
思
想
の
受
容
と
ド
イ
ツ
国
法
学
：
…
…
：

O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
に
お
け
る
相
互
協
議
手
続
の
性
質
（
一
）
…

欧
州
近
代
国
家
系
形
成
期
の
多
数
国
間
条
約
に
お
け
る
「
勢
力
均
衡
」
概
念
…
…
…
：

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
の
買
戻
制
度
に
お
け
る
賃
貸
借
の
保
護
と
排
除
…
…
…

　
i
民
法
三
九
五
条
と
五
八
一
条
二
項
と
の
比
較
考
察
に
む
け
て
ー

フ
ラ
ン
ス
の
新
保
守
主
義
ー
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
…
…

連
邦
と
州
の
関
係
に
お
け
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
役
割
…
…

O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
に
お
け
る
相
互
協
議
手
続
の
性
質
（
二
）
・

勾
①
図
O
げ
ユ
ω
江
餌
三
ω
ω
一
ヨ
ロ
ω
・
：
：

　
1
十
四
・
五
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
王
信
仰
と
そ
の
政
治
思
想
史
的
意
義
－

現
代
日
本
農
村
社
会
に
お
け
る
組
織
体
に
つ
い
て
（
一
）
：
・

O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
に
お
け
る
相
互
協
議
手
続
の
性
質
（
三
・
完
）
：

水
法
に
お
け
る
公
法
と
私
法
（
一
）
・

　
1
民
法
に
お
け
る
水
法
関
係
規
定
を
中
心
に
1

現
代
日
本
農
村
社
会
に
お
け
る
組
織
体
に
つ
い
て
（
二
・
完
Y

日
本
に
お
け
る
中
央
地
方
関
係
の
再
検
討
…
…
：

　
1
日
本
・
韓
国
・
米
国
の
三
ヶ
国
に
お
け
る
自
治
体
調
査
の
意
識
の
国
際
比
較
ー

水
法
に
お
け
る
公
法
と
私
法
（
二
・
完
）
…
：

　
1
民
法
に
お
け
る
水
法
関
係
規
定
を
中
心
に
ー

資

料

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
（
追
完
1
）

六ノ～　七　七　六九九九ノ～

安
　
　
冨

潔

　四　　　二
一　九一九

片明木國

　　村
山石　分
　　弘
直欽　典　　之

也司亮子

七　三　　　五
五　七一九

矢木大渡

　村
吹　沢邊
　弘
　　秀啓　之

久亮介貴

手。。
一十十

一五一
七木宮

＿村
斥崎弘
克俊之
彦亮行

手千

一九
小宮

林崎

俊
　
　
行

良
　
　
彰

：
圭
晃
七
戸
克
彦

二
一
杏
宮
澤
浩
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一
九
九
七
年
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
少
年
裁
判
所
法
［
邦
訳
］
・

A
・
P
・
セ
レ
ー
二
著

『
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
際
法
の
歩
み
』
（
二
）
．
…
。
：

二
〇
世
紀
末
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
学
者
…
…
…

ド
イ
ツ
新
倒
産
法
に
よ
る
免
責
お
よ
び
消
費
者
倒
産
…
…
・

消
費
者
倒
産
に
つ
い
て
…

客
観
的
帰
属
論
批
判
（
上
）
…

強
制
執
行
に
お
け
る
基
本
権
侵
害
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
…
…
・

客
観
的
帰
属
論
批
判
（
下
）
…

サ
イ
ガ
号
（
セ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
対
ギ
ニ
ア
）
事
件
船
舶
釈
放
判
決
及
び
暫
定
措
置
命
令
：

「
倒
産
法
制
に
関
す
る
改
正
検
討
事
項
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
一
）

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
裁
判
官
規
則
」
（
翻
訳
及
び
解
題
）

韓
国
に
お
け
る
共
謀
共
同
正
犯
論
・
…

　
1
現
況
と
展
望
1

「
倒
産
法
制
に
関
す
る
改
正
検
討
事
項
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
二
）

・
二
一
　
九
三

：
三
　
七
三

・
・
四
　
八
三

：
五
　
六
九

・
・
六
　
五
九

：
七
　
八
一

：
八
　
八
五

：
九
　
6
七

：
九
三
三

：
＋
　
五
九

：
＋
　
九
五

：
士
　
　
五
九

：
士
　
　
七
五

太
　
　
田
　
　
達
　
　
也

森
征
／
監
訳

大
森
正
仁

ロ
ル
フ
。
シ
ュ
テ
ユ
ル
ナ
ー

越
　
山
　
和
　
広
／
訳

デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ド

出
　
口
　
雅
　
久

　
　
　
　
　
　
β
／
訳

水
　
野
　
五
　
良

ハ
ン
ス
・
ブ
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ン
グ

三
上
威
彦
／
訳

ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヒ
ル
シ
ュ

井
田
　
良
／
訳

金
　
子
　
文
　
子

ハ
ン
ス
u
フ
リ
ー
ド
ヘ
ル
ム
・
ガ
ウ
ル

河
　
村
　
好
　
彦
／
訳

ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヒ
ル
シ
ュ

井
田
　
良
／
訳

金
　
子
　
文
　
子

青
　
木
　
　
　
隆
／
訳

民
事
訴
訟
法
研
究
会

坂
　
　
田
　
　
　
　
仁

金
　
　
　
　
容
　
　
世

民
事
訴
訟
法
研
究
会
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韓
国
・
家
庭
内
暴
力
対
策
関
連
二
法
［
法
訳
］
…
…

メ
キ
シ
コ
新
環
境
法
へ
の
先
住
民
の
適
応
…

「
倒
産
法
制
に
関
す
る
改
正
検
討
事
項
」
に
つ
い
て
の
意
見

　
　
　
　
判
例
研
究

〔
商
法
〕
・
・

三
七
六

三
七
七

三
七
八

三
七
九

三
八
〇

三
八
一

三
八
二

三
八
三

三
八
四

三
八
五

三
八
六

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕

　
三
三
七

　
三
三
八

（
三
）

保
証
債
務
の
履
行
に
よ
り
手
形
を
取
得
し
た
者
に
対
し
信
義
則
上
融
通
手
形
の
抗
弁
の
対
抗
が
認

め
ら
れ
た
事
例

株
主
代
表
訴
訟
の
提
起
が
訴
権
の
濫
用
に
あ
た
る
と
し
て
訴
え
が
却
下
さ
れ
た
事
例

株
主
総
会
決
議
を
欠
く
こ
と
を
理
由
に
、
取
締
役
退
職
慰
労
金
の
支
払
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

い
わ
ゆ
る
小
会
社
の
監
査
役
に
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
認
め
た
事
例

傷
害
保
険
契
約
に
お
け
る
重
複
保
険
契
約
の
告
知
・
通
知
義
務
違
反
の
効
力

代
表
取
締
役
の
あ
る
有
限
会
社
の
平
取
締
役
が
取
締
役
の
名
称
を
使
用
し
て
締
結
し
た
契
約
に
つ

き
、
表
見
代
表
取
締
役
の
規
定
に
基
づ
き
会
社
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例

従
業
員
の
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
の
先
取
特
権
性
の
有
無

新
株
の
発
行
が
会
社
支
配
を
目
的
と
す
る
も
の
で
著
し
く
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
無
効
で

あ
る
と
さ
れ
た
事
例

損
失
補
填
と
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任

株
券
の
取
得
に
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
し
て
善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

有
限
会
社
の
原
始
社
員
の
確
定

昭
和
三
〇
9
　
最
高
裁
民
集
九
巻
六
号
七
一
八
頁

平
八
3
　
判
時
一
五
七
八
号
五
六
頁

十十十
九ノ～六九三一

太
　
　
田
　
　
達
　
　
也

カ
ル
ロ
ス
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
・
ア
ル
カ
ン
タ
ラ

石
　
井
　
陽
　
一
／
訳

民
事
訴
訟
法
研
究
会

イユ　ナ

ニー＋九八七六五四三二　i

三〇二五一九八八OO一：一三三七一七三九三一七．
渋藤並豊加来高鈴山南渋商

　　　　　住　木本　　法谷田木岳藤　田　　隅谷
　　　　　野　千爲　　研
光祥和信　　晴　＿基光　　　　　　　佳二　　究
義子夫昭修究仁子郎秀義会

三六

　
　
：
民
事
訴
訟
法
研
究
会

三
四
渡
辺
森
児

九
五
　
山
　
　
田
　
　
恒
　
　
久
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三
三
九

三
四
〇

三
四
一

三
四
二

三
四
三

昭
三
〇
1
0
　
最
高
裁
民
集
九
巻
四
号
四
六
六
頁

平
九
1
　
最
高
裁
民
集
五
｝
巻
四
号
一
六
七
三
頁

昭
和
三
〇
n
　
最
高
裁
民
集
九
巻
五
号
六
〇
三
頁

平
九
2
　
民
集
五
一
巻
一
号
二
五
〇
頁
、
判
例
時
報
一
五
九
二
号
三
四
頁

平
九
3
　
民
集
五
一
巻
二
号
四
三
二
頁

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
〕
・

　
　
　
一
　
将
来
の
自
宅
介
護
費
用
に
つ
き
条
件
付
定
期
金
給
付
を
命
ず
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
事
例

　
　
　
二
　
新
民
事
訴
訟
法
施
行
前
の
事
案
に
つ
き
、
著
し
い
事
情
の
変
更
に
よ
り
定
期
金
の
給
付
額
が
不
相

　
3
　
　
当
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
同
法
一
一
七
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て
額
の
変
更
を
認
め
る
の
が
望
ま

　
4
　
　
し
い
と
し
た
事
例

　
　
　
平
成
八
年
一
二
月
一
〇
日
民
事
第
二
六
部
判
決
、
各
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
二
五
号

　
　
　
二
八
一
頁

　
　
　
破
産
者
が
破
産
宣
告
後
死
亡
し
相
続
財
産
の
破
産
手
続
に
お
い
て
そ
の
相
続
人
が
し
た
免
責
申
立
の
適
否

　
必
　
平
成
八
年
五
月
一
五
日
高
松
高
裁
第
二
部
決
定
、
平
成
八
年
（
ラ
）
笙
二
号
、
免
責
申
立
却
下
決
定

　
　
　
に
対
す
る
即
時
抗
告
事
件
、
抗
告
棄
却
、
（
そ
の
後
特
別
抗
告
却
下
）
原
審
・
高
松
地
裁
丸
亀
支
部

　
　
　
（
平
成
七
年
（
モ
）
第
二
一
五
号
）
平
成
八
年
二
月
二
三
日
決
定
（
判
例
時
報
一
五
八
六
号
七
九
頁
）

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
・

　
　
　
不
適
法
な
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
そ
の
後
の
訴
訟
活
動
に
よ
り
訴
え
を
適
法
と
す
る
こ

　
　
　
と
が
全
く
期
待
で
き
な
い
訴
え
に
つ
き
、
口
頭
弁
論
を
経
ず
に
、
訴
え
を
却
下
す
る
か
又
は
控
訴
を
棄

　
3
　
却
す
る
場
合
に
お
け
る
被
告
に
対
す
る
訴
状
又
は
判
決
正
本
の
送
達
の
要
否

　
　
　
最
高
裁
平
成
八
年
五
月
二
八
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
平
七
（
行
ツ
）
第
六
七
号
）
判
決
無
効
確

　
　
　
認
並
び
に
年
金
裁
定
請
求
事
件
、
判
例
時
報
一
五
六
九
号
四
八
頁
。

　
　
　
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
で
敗
訴
し
た
原
告
が
後
訴
に
お
い
て
共
有
持
分
の
取
得
を
主
張
す
る
こ
と
が
前

　
　
　
訴
の
確
定
判
決
の
既
判
力
に
抵
触
し
て
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
4
　
最
高
裁
平
成
九
年
三
月
一
四
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
平
五
（
オ
）
第
九
一
二
号
）
遺
産
確
認
等

　
　
　
請
求
本
訴
、
共
有
持
分
権
不
存
在
中
間
確
認
請
求
反
訴
事
件
、
判
例
時
報
一
六
〇
〇
号
八
九
頁
、
判
例

　
　
　
タ
イ
ム
ズ
九
三
七
号
一
〇
四
頁
、
金
融
商
事
判
例
一
〇
二
〇
号
二
二
頁

十
一十九ノ～七
一　三　六　一　九三　ノ～　ノ～　六　七

西芳鈴河森

澤賀木村

宗雅貴好長

英顯博彦秀
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・
・
民
事
訴
訟
法
研
究
会

三
二
九
三
上
威
彦

五
九
九
宗
田
親
彦

：
民
事
訴
訟
法
研
究
会

四
≡
二
栗
田
陸
雄

主
茜
四
坂
原
正
夫



紹
介
と
批
評

大
麻
唯
男
伝
記
研
究
会
（
代
表
中
村
勝
範
）
編
『
大
麻
唯
男
』
全
三
巻
…
…
－

赤
木
完
爾
著
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
政
治
と
戦
略
』
…

環
境
保
護
の
政
治
過
程
…
…
…
…

　
久
保
文
明
『
現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
と
公
共
利
益
』
を
め
ぐ
っ
て

中
村
勝
範
編
『
帝
大
新
人
会
研
究
』
…
：

平
間
洋
一
著
『
第
一
次
世
界
大
戦
と
日
本
海
軍
ー
外
交
と
軍
事
と
の
連
接
i
』

二
　
酉
　
寺

二
　
一
吾
　
戸

七
　
二
一
小

千・●
二ニノ～

五二二
五七
増加

塩部崎

和良

人一修

地
　
　
直
　
　
紀

田
　
　
　
　
　
弘

特
別
記
事
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太
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俊
太
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君
学
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論
文
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査
報
告
：

石
川
一
雄
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
：
…

魚
谷
増
男
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…
：

本
田
雅
俊
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…
9

田
上
雅
徳
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

沢
田
次
郎
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

池
島
大
策
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…
：

橋
本
晃
和
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

末
道
康
之
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

雀
新
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

皆
川
治
廣
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

大
石
　
裕
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

伊
藤
高
史
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

黒
沢
文
貴
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
…

十十十二一一七七七六六五四三三三三

五三二三ニニーOO二五四四三九一三六六一三五五一七九二一
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